
公立病院経営強化プランの策定に係る
地域医療構想との整合性について

令和４年度第３回県央地区保健医療福祉推進会議

資料２

1



2

目次

本資料では、

１ 経緯

２ 地域医療構想等との整合性の視点

３ 該当公立病院の経営強化プランについて

４ 今後のスケジュール

について、ご説明いたします。



3

１ 経緯

○ 病院事業を設置している地方公共団体においては、「新公立病院改革ガイドライ

ン」（平成27年3月31日付け総務省自治財政局長通知）を踏まえ、新公立病院改革プランを

策定し、病院事業経営改革に取り組んでいただいてきたところ。

○ 今般、「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイド

ライン」（令和4年3月29日付け総務省自治財政局長通知）が策定され、その中で、

“市町村等が経営強化プランを策定するに当たり、策定段階から地域医療構想調整会

議の意見を聴く機会を設けることなど通じて地域医療構想等との整合性を確認する”

などの記載があることから、令和４年度第３回又は令和５年度第１回の本会議に

おいて、協議を行うこととさせていただく。



４

１ 経緯（具体的対応方針との関係性）

○ 経営強化プランは、「地域医療構想の進め方について」（令和４年３月24 日付け

厚生労働省医政局長通知）により、当該公立病院の地域医療構想に係る具体的対応

方針として位置付けることとされていることも踏まえ、地域医療構想と整合的であ

ることが求められる。

○ そのため、現行の公的医療機関等2025プラン等と比較いただきつつ、各地域で議

論いただくこととしてはどうか。



５

【参考】ガイドラインの概要
令和４年４月２０日開催公立病院経営強化

ガイドライン等に関する説明会 資料１抜粋



６

【参考】「公立病院経営強化プラン」の主なポイント
令和４年４月２０日開催公立病院経営強化

ガイドライン等に関する説明会 資料１抜粋
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２ 地域医療構想等との整合性を図る際の視点

公立病院経営強化プランの内容

（１）役割・機能の最適化と連携の強化
○地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割・機能
○地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能
○機能分化・連携強化

（２）医師・看護師等の確保と働き方改革
○医師・看護師等の確保
○医師の働き方改革への対応

（３）経営形態の見直し

（４）新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組

（５）施設・設備の最適化
○施設、設備の適正管理と整備費の抑制
○デジタル化への対応

（６）経営の効率化等

【ご意見いただく内容】
公立病院経営強化プランの
内容のうち地域医療構想等
との整合性に関連する(1)、
(2)、(4)、(5)の記載につ
いて、本会議で意見聴取さ
せていただく。

＜整合性を図る際の視点＞
→ これまでの地域での協議

内容と乖離がないか

→ 地域で求められる役割、
機能、取組みとなってい
るか など
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【参考】 県内の公立２０病院

区域 病院名 区域 病院名

横浜 横浜市民病院 横・三 市民病院

横浜 みなと赤十字病院 横・三 うわまち病院

横浜 脳卒中・神経脊椎センター 横・三 三浦市立病院

横浜 こども医療センター 湘南東部 藤沢市民病院

横浜 精神医療センター 湘南東部 茅ヶ崎市立病院

横浜 がんセンター 湘南西部 平塚市民病院

横浜 循環器呼吸器病センター 県央 厚木市立病院

川崎北部 多摩病院 県央 大和市立病院

川崎南部 井田病院 県西 小田原市立病院

川崎南部 川崎病院 県西 足柄上病院
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【参考】現行の公的医療機関等2025プラン（抜粋）

厚木市立病院
経営強化プラン
上の項目

現行の2025プラン等の記載内容

（１）
役割・機能の
最適化と連携
の強化

・令和８（2026）年度までの間、病床機能の見直しは考えていない。
・一時的に閉鎖しているHCU12床については、県央構想区域で不足している高度急性
期病床を担うためにも、新型コロナウイルス感染症への対応が終わり次第、早期に再開
する必要があると考えている。
・高度急性期・急性期を担う基幹病院として、今後も増加が見込まれる救急搬送につい
て、「断らない救急」の方針のもと、中心的な役割を担う。
・地域医療支援病院として、地域での完結型医療実現に向け、医療機関との連携強化、
機能分化促進に努め、急性期医療の核としての役割を果たすことを目指す。
・地域で入院医療が必要となった方を速やかに受け入れ、患者さんの生活を考慮した質
の高い医療を提供し、退院後の生活にスムーズに移行できるような支援体制を充実して
いく必要があると考える。

合計 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等

2025年見込み 341 22 319 0 0 0
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【参考】現行の公的医療機関等2025プラン（抜粋）

厚木市立病院
経営強化プラン
上の項目

現行の2025プラン等の記載内容

（２）
医師・看護師
等の確保と働
き方改革

新病院の整備に合わせ、看護師を始めとする職員を積極的に採用することで、新たに整
備した医療機能を最大限に活用できる体制を整えてきた。

（４）
新興感染症～

の取組

新型コロナウイルス感染症に対しても、各種感染症対策を講じながら、専用病床を拡大
し、県の重点医療機関としての役割を担っている。今後も、市民の安心・安全を守るた
め、新興感染症に備えていく。

（５）
施設・設備の

最適化

市立病院は、マイナンバーカードを活用した保険証の資格確認のほか、処方箋発行のオ
ンライン化の環境づくり、地域医療機関とオンラインによる退院調整等の環境づくりな
ど、デジタル化の推進に向け、積極的に研究する。
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３ 該当公立病院の経営強化プランについて

厚木市立病院 地域医療構想
との整合性

（１）
役割・機
能の最適
化と連携
の強化

○地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割・機能

急性期医療の充実、がん診療の充実、小児・周産期医療の充実、感染症指定医療
機関としての機能充実、地域の医療機関との連携及び機能分化の推進

○

○地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能
→地域で入院医療が必要となった患者を速やかに受け入れ、生活を考慮した質の
高い医療を提供し、退院後の生活にスムーズに移行できるような支援体制を充実

○

○機能分化・連携強化
→第３次厚木市立病院経営計画を基に改定した「厚木市立病院公的医療機関等
2025プラン」をR４第２回地区保健医療福祉推進会議において協議済み

○

合計 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等

2020年実績 341 22 319 0 0 0

2025年見込み 341 22 319 0 0 0

※本資料では、各病院作成の経営強化プラン
の事前調査票の抜粋を掲載しています。
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３ 該当公立病院の経営強化プランについて

厚木市立病院 地域医療構想
との整合性

（２）
医師・看護
師等の確保
と働き方改
革

○医師・看護師等の確保
→大学病院との連携強化のほか、働き方改革を推進することで働きやすい職場
環境を整備するとともに、最先端医療設備の導入、キャリアに応じた研修・支
援、採用条件や勤務条件等の緩和など、当院の役割・機能に見合った範囲で、
魅力ある職場環境を整備

○

○医師の働き方改革への対応
→逆紹介の推進による外来業務の負担軽減、業務プロセスの見直し、医師事務
作業補助者等の配置によるタスクシフトの推進、チーム医療を推進するための
体制整備、時間外勤務等の可視化、デジタル化の推進による業務負担軽減など

○

（４）
新興感染症
～の取組

・感染管理認定看護師の増強
・感染症に係る研修会・講演会の開催
・院内感染対策チームの更なる育成
・有事に機動的かつ効率的に対応できる体制の構築
・院内感染対策の徹底
・感染防止対策の情報共有

○

※本資料では、各病院作成の経営強化プラン
の事前調査票の抜粋を掲載しています。
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３ 該当公立病院の経営強化プランについて

厚木市立病院 地域医療構想
との整合性

（５）
施設・設備
の最適化

○施設、設備の適正管理、デジタル化への対応
→当院の規模と役割に見合った範囲で、維持、更新していく

→マイナンバーカードを活用した保険証の資格確認のほか、処方箋発行のオン
ライン化の環境づくり、地域医療機関とオンラインによる退院調整等の環境づ
くりなど、デジタル化の推進に向け、積極的に研究

また、働き方改革の推進におけるデジタル技術の導入についても、積極的に研
究

○

※本資料では、各病院作成の経営強化プラン
の事前調査票の抜粋を掲載しています。



４ 今後のスケジュール

18

時期 会議体 内容

令和５年２月頃 令和4年度第３回地域医療構想調整会議
経営強化プランの事前調査票による
意見聴取

令和５年８月頃 令和５年度第1回地域医療構想調整会議

令和5年度末までに、病院事業を設置している各地方公共団体で経営強化プランを策定
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説明は以上です。


